
議第２１０号

京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例|の制定に

ついて

京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。

平成２１年１１月２５日提出

京都市長門川大作

京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例｜

京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

第２条各号列記以外の部分中「平成２１年１月１日（第４号及び第５号に掲げる職

員にあっては，同年７月１日）から平成２２年３月３１日まで」を「平成２１年１２

月１日から平成２３年３月３１日まで」に改め，同条第４号中「１００分の３．５」

を「１００分の２．８」に改め,同条第５号中「１００分の２．５」を「１００分の

１．８」に改める。

第３条中「平成２１年１月１日から平成２２年８月３１日まで」を「平成２１年１

２月１日から平成２３年３月３１日まで」に改める。

第４条中「平成２１年６月」を「平成２１年１２月，平成２２年６月」に改める。

附則第２項中「平成２２年３月３１日」を「平成２３年３月３１日」に改める。

附則

この条例は，平成２１年１２月１日から施行する。

提案理由

現在実施している職員の給与の額の特例措置の期間を延長するとともに，当該特例

措置の一部を変更する必要があるので提案する。
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